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平
成
31
年
度
予
算
案
な
ど
を
可
決

 
市
議
会
定
例
会
が
閉
会

　

２
月
26
日
に
開
会
し
た
市
議
会
第
１
回
定
例
会
は
３
月
22
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。
今
回

の
議
会
で
は
、
総
額
７
５
６
億
円
余
り
の
平
成
31
年
度
予
算
案（
一
般
会
計
、
特
別
会
計
、

企
業
会
計
）な
ど
、
市
長
お
よ
び
議
員
か
ら
提
案
さ
れ
た
議
案
が
次
の
と
お
り
報
告
・
同
意
・

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

主
な
案
件

■
報
告
案
件（
１
件
）

▼
損
害
賠
償
額
の
専
決
処
分

■
条
例
案
件（
15
件
）

▼
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
の
制
定

▼
自
治
功
労
者
表
彰
条
例
の
一
部
改
正

▼
行
政
組
織
条
例
の
一
部
改
正

▼
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運

　

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改

　

正
▼
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
条
例
の
一

　

部
改
正

▼
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正　

ほ
か

■
事
件
案
件（
12
件
）

▼
市
有
財
産
の
無
償
譲
渡

▼
村
上
橋
架
替
に
関
す
る
協
定
の
変
更

▼
指
定
管
理
者
の
指
定（
19
施
設
）　

ほ
か

■
予
算
案
件（
14
件
）

▼
平
成
30
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

▼
平
成
31
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
・
企
業

　

会
計
予
算　

ほ
か

■
人
事
案
件（
1
件
）

▼
高
山
市
白
川
村
公
平
委
員
会
委
員
に

　

畑は
た

中な
か

正た
だ
し

郎ろ
う

さ
ん（
岡
本
町
１
）

　

を
選
任
す
る
こ
と
へ
の
同
意

■
議
員
発
議（
１
件
）

▼
高
山
市
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
改
正

問
合

議
会
事
務
局　

☎
35‒

３
１
５
２

さ
ま
ざ
ま
な
行
政
課
題
に
対
応
す
る
た
め

市
の
組
織

４
月
１
日
か
ら
変
更

　

市
政
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
や
、

そ
れ
に
伴
う
新
た
な
行
政
課
題
に
的
確
・

迅
速
に
対
応
す
る
た
め
、
４
月
か
ら
市

の
組
織
を
変
更
し
ま
し
た
。

林
政
部
の
新
設

　

高
山
市
は
森
林
面
積
約
20
万
ha
を
保
有
し
、

市
域
の
約
92
％
を
占
め
る
日
本
一
広
大
な
森
林

を
有
す
る
都
市
で
す
。

　

今
後
、
地
域
温
暖
化
防
止
や
災
害
防
止
・
国

土
保
全
、
水
源
か
ん
養
な
ど
森
林
が
持
つ
多
面

的
機
能
の
重
要
性
が
増
す
中
、
長
期
的
な
視
点

に
立
っ
た
適
切
な
森
林
の
整
備
・
保
全
を
積
極

的
に
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
こ
れ
ま
で
農
政
部
内
に
設
置
し
て
い
た
林

務
課
を
分
離
し
、
森
林
お
よ
び
林
業
施
策
を
総

合
的
に
推
進
す
る
林
政
部
を
新
た
に
設
置
し
ま

す
。

▼
林
政
部･･･

林
務
課（
☎
35‒

３
１
４
３
）

主
な
業
務･･･

森
林
保
全
、
林
業
・
木
材
産
業

の
振
興
、
地
籍
調
査
、
林
道
整
備
、
森
林
づ
く

り
交
流
、
森
林
環
境
譲
与
税
を
活
用
し
た
森
林

▼
理
事（
政
策
担
当
）の
新
設

　

市
政
の
方
針
お

よ
び
重
要
施
策
等

の
推
進
に
つ
い
て

市
長
・
副
市
長
を

補
佐
す
る
と
と
も

に
、
各
部
局
を
統

括
し
、
各
分
野
に

お
け
る
政
策
・
施

策
の
立
案
に
関
し

て
の
指
導
助
言
や

実
施
を
指
揮
監
督
す
る
政
策
担
当
の
理
事
職
１

名
を
設
置
し
、
行
政
運
営
の
推
進
体
制
を
強
化

し
ま
す
。

▼
総
括
支
所
長
の
任
命

　

各
支
所
が
連
携
し
て
、
今
後
の
支
所
地
域
の

あ
り
方
を
は
じ
め
、
支
所
機
能
・
支
所
長
権
限

に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
支
所
地
域
に

お
け
る
課
題
解
決
に
向
け
た
協
議
や
情
報
共
有

を
行
う
体
制
を
更
に
強
化
す
る
た
め
、
支
所
長

を
総
括
す
る
総
括
支
所
長
を
任
命
し
ま
す
。

問
合

総
務
課　

☎
35‒

３
１
３
３

経
営
管
理
な
ど

※
事
務
室
の
位
置（
本
庁
６
階
西
側
）や
電
話
番

　

号
は
変
り
ま
せ
ん
。


